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議案第 76 号 

令和４年度生駒市一般会計補正予算（第９回） 

 令和４年度生駒市の一般会計の補正予算（第９回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６５，３９５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５，５４０，０５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

令和４年１２月２日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   

-1-



-2-



-3-



-4-



追加 [単位　千円]

橋 梁 予 防 保 全 事 業 ７５，０００

河 川 水 路 改 修 事 業 ８３６

中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 ２５，０００

教 育 費

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 金　　額

３０，７１１

項

都 市 計 画 費 花のまちづくりセンター管理費

保 健 体 育 費

事　業　名

体 育 施 設 整 備 事 業

道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

土 木 費

１１，３００

道 路 橋 梁 維 持 補 修 ２３，３４２

-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



1
 
 
一

般
職

(
1
)
 
 
総

括

区
 
 
　

分
報

　
　

酬
給

　
　

料
職

員
手

当
計

共
 
済

 
費

合
　

　
計

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
7
0
5
)

7
9
7

7
7
7
,
8
8
7

3
,
1
1
4
,
6
5
1

2
,
6
3
8
,
6
0
4

6
,
5
3
1
,
1
4
2

1
,
1
5
6
,
1
3
1

7
,
6
8
7
,
2
7
3

(
7
1
0
)

8
0
0

7
7
7
,
8
8
7

3
,
1
3
6
,
7
0
1

2
,
3
8
6
,
5
8
7

6
,
3
0
1
,
1
7
5

1
,
1
4
5
,
0
3
6

7
,
4
4
6
,
2
1
1

(
△

 
5
)

△
 
3

0
△

 
2
2
,
0
5
0

2
5
2
,
0
1
7

2
2
9
,
9
6
7

1
1
,
0
9
5

2
4
1
,
0
6
2

※
（

　
）

内
は

、
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
及

び
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
に

つ
い

て
外

書
き

し
た

も
の

。

扶
 
養

 
手

 
当

管
理

職
手

当
管

理
職

員
特

別
地

 
域

 
手

 
当

特
殊

勤
務

手
当

時
間

外
勤

務
休

日
勤

務
手

当

(
千

円
)

(
千

円
)
勤

務
手

当
(
千

円
）

(
千

円
)

(
千

円
)

手
当

 
 
 (

千
円

)
(
千

円
)

7
3
,
4
4
0

1
1
9
,
1
7
2

2
,
9
7
6

1
9
5
,
7
8
1

1
,
0
9
7

2
0
4
,
6
3
3

3
2
,
4
4
3

7
3
,
4
4
0

1
1
9
,
1
7
2

2
,
9
7
6

1
9
7
,
1
0
4

1
,
0
9
7

2
0
4
,
6
3
3

3
2
,
4
4
3

0
0

0
△

 
1
,
3
2
3

0
0

0

夜
間

勤
務

手
当

通
 
勤

 
手

 
当

住
 
居

 
手

 
当

退
 
職

 
手

 
当

期
 
末

 
手

 
当

勤
 
勉

 
手
 
当

(
千
円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

(
千

円
)

7
,
5
7
8

7
7
,
7
8
2

4
8
,
2
8
2

4
7
9
,
5
0
0

8
0
9
,
7
8
0

5
8
5
,
4
9
2

7
,
5
7
8

7
7
,
7
8
2

4
8
,
2
8
2

2
8
1
,
5
0
0

8
0
9
,
7
8
0

5
3
0
,
1
5
2

0
0

0
1
9
8
,
0
0
0

0
5
5
,
3
4
0

単
身

赴
任

手
当

(
千
円
)

6
4
8

6
4
8 0

補
正

前

比
較

職
員

手
当

の
内

　
　

　
訳

区
　

　
分

補
正

後

補
正

前

比
　

較

補
 
 
 
正
 
 
 
予
 
 
 
算
 
 
 
給
 
 
 
与
 
 
 
費
 
 
 
明
 
 
 
細
 
 
 
書

補
正

後

給
　

　
　

　
　

与
　

　
　

　
　

費

職
 
員

 
数

備
　

　
　

　
考

（
人
）

-21-



(
2
)
 
 
給

料
及

び
職

員
手

当
等

の
増

減
額

の
明

細

 
区

　
 
分

増
減

額
(
千
円
)

　
説
　
　
　
明

 
報

 
 
 
酬

会
計

年
度

任
用

職
員

そ
の

他
の

増
減

分

 
給

 
 
 
料

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
職

員

△
 
2
2
,
0
5
0

給
与

の
改

定
率

　
0
.
3
%

職
員
数
の
異
動
状
況

補
正

後
7
2
8
人

補
正

前
7
3
1
人

比
 
 
較

会
計

年
度

任
用

職
員

そ
の

他
の

増
減

分

職
員

手
当

会
計

年
度

任
用

職
員

以
外

の
職

員

2
5
2
,
0
1
7

勤
勉
手
当

3
1
,
5
0
0
千

円

扶
養
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円

夜
間

勤
務

手
当

千
円

管
理
職
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

 
　

千
円

単
身

赴
任

手
当

千
円

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
 
 
 
 
 
 

千
円

通
勤

手
当

千
円

地
域
手
当
　
　
 
 
 
 
 
 

△
 
1
,
3
2
3
千

円
住

居
手

当
　

　
 
 
 
 
 
 

千
円

特
殊
勤
務
手
当
 
 
　
 
 
 
 
 
 

千
円

退
職

手
当

 
 

1
9
8
,
0
0
0
千

円

時
間
外
勤
務
手
当
　
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円

期
末

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
円

休
日
勤
務
手
当
　
　
　
　
　

千
円

勤
勉

手
当

 
 

2
3
,
8
4
0
千

円

会
計

年
度

任
用

職
員

そ
の

他
の

増
減

分

△
 
3
人

制
度

改
正

に
伴

う
増

減
分

3
1
,
5
0
0
支

給
基

準
変

更
に

伴
う

増
加

分

増
減

事
由

別
内
訳
　
(
千

円
)

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考

給
与

改
定

に
伴

う
増

減
分

8
,
2
1
0
給

与
改

定
に

伴
う

増
加

分

昇
給

に
伴

う
増

加
分

そ
の

他
の

増
減

分
2
2
0
,
5
1
7
退

職
・

人
事

異
動

等
に

伴
う

増
加

分

そ
の

他
の

増
減

分
△
 
3
0
,
2
6
0
退

職
・

人
事

異
動

等
に

伴
う

減
少

分

-22-



(
3
)
　

給
料

及
び
職
員
手
当
の
状
況

　
ア

　
職

員
１
人
当
た
り
給
与 　
平
均
給
料
月
額

（
円

）

　
平
均
給
与
月

額
（

円
）

　
平
均
年
齢
　

　
（

歳
）

　
平
均
給
料
月

額
（

円
）

　
平
均
給
与
月
額

（
円

）

　
平
均
年
齢
　
　

（
歳

）

　
イ

　
初

任
給

補
正

後

3
2
1
,
5
5
7

3
2
2
,
1
7
7

3
1
9
,
9
9
5

3
1
6
,
6
2
9

4
0
2
,
0
5
9

4
2
5
,
2
0
2

3
7
0
,
9
2
3

3
5
6
,
1
3
9

4
2
.
2

4
1
.
3

4
0
.
9

5
0
.
5

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
一

　
般

　
職

消
　

防
　

職
教
　
育
　
職

技
　
能
　
職

4
1
0
,
3
7
7

4
1
2
,
6
5
6

3
8
3
,
3
6
0

3
5
6
,
0
4
0

4
2
.
8

4
1
.
1

4
3
.
7

4
9
.
2

区
　

分
一
 
般
 
職

消
 
防

 
職

教
 
育

 
職

技
 
能

 
職

国
 
 
 
の
 
 
 
制
 
 
 
度

（
円
）

補
正

前

3
2
5
,
8
9
5

3
2
2
,
2
0
6

3
3
0
,
9
5
1

3
1
2
,
1
7
3

（
円

）
（

円
）

（
円

）
一

般
行

政
職

（
円

）
 
技
能
職
（
円
）

1
4
7
,
9
0
0

大
　

学
　

卒
1
8
5
,
2
0
0

1
9
8
,
5
0
0

1
9
1
,
7
0
0

1
8
5
,
2
0
0

高
　

校
　

卒
1
5
4
,
6
0
0

1
6
4
,
1
0
0

1
5
8
,
9
0
0

1
6
9
,
8
0
0

1
5
4
,
6
0
0

-23-



　
ウ
　
級
別
職
員
数

級
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
5
6

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
6
8

(
6
3
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
1
2
2

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
1
0
7

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
4
9

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
6
1

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
4
8

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
1
5

(
6
3
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
5
2
6

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
6
1

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
5
5

(
6
8
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
1
1
4

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
1
2
1

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
4
5

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
5
6

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
4
8

(
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
1
5

(
6
8
)
(

)
(

)
(

)
(

)
(

)
5
1
5

※
（
　
）
内
は
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
外
書
き
し
た
も
の
。

　
 
(
級
別
の
基
準
と
な
る
職
務
)

区
　

　
　

分

職
員

数
(
人
)

教
　
　
育
　

　
職

技
　

　
能

　
　

職

１
　
級

技
能

職

給
料

表
2
4

4
9
.
1

特
定

任
期

付
職

員

職
員

数
(
人
)

特
定

任
期

付
職

員
給

料
表

2

特
定

任
期

付
職

員
給

料
表

0

２
　

級

主
事

技
師

構
成
比

(
%
)

職
員
数

(
人
)

構
成

比
(
%
)

補
正

後

１
　

級
１
　
級

区
　

　
　

　
分

一
　

　
般

　
　

職
消
　
　
防
　
　
職

級
職

員
数

(
人

)
構
成
比

(
%
)

級
職
員
数

(
人

)

1
0
.
6

1
7

1
2
.
9

1
2
.
9

1
8

1
3
.
6

1
0
.
6

9
.
1

7
5
.
3

４
　

級

6
1
3
.
6

2
0
.
3

4
3

3
2
.
6

4
9
.
1

４
　
級

４
　
級

２
　

級
２
　
級

２
　
級

2
3
.
3

2
3

1
7
.
4

1
2

2
7
.
3

３
　

級
1
0
0
.
0

３
　
級

３
　
級

9
.
3

7
5
.
3

6
1
3
.
6

５
　

級
５
　
級

５
　
級

4
9
.
1

６
　

級
６
　
級

６
　
級

1
1
.
6

1
4

8
1
8
.
2

７
　

級
７
　
級

７
　
級

2
.
9

3
2
.
3

８
　

級
８
　
級

８
　
級

1
0
0
.
0

1
3
2

1
0
0
.
0

4
4

1
0
0
.
0

計
1
0
0
.
0

計
計

補
正

前

１
　

級
１
　
級

２
　

級
２
　
級

2
3
.
5

4
3

3
2
.
5

8
.
7

5
3
.
8

1
0
.
9

1
5

1
1
.
4

9
.
3

7
5
.
3

2
.
9

3

１
　
級

技
能

職

給
料

表
2
6

1
1
.
8

1
9

1
4
.
4

4
8
.
5

２
　
級

1
0
.
7

1
6

1
2
.
1

6
1
2
.
8

2
2
.
2

2
4

1
8
.
2

9
1
9
.
1

３
　

級
1
0
0
.
0

３
　
級

３
　
級

1
0

2
1
.
4

４
　

級
４
　
級

４
　
級

5
1
0
.
6

５
　

級
５
　
級

５
　
級

5
1
0
.
6

６
　

級
６
　
級

６
　
級

8
1
7
.
0

７
　

級
７
　
級

７
　
級

2
.
3

８
　

級
８
　
級

８
　
級

1
0
0
.
0

1
3
2

1
0
0
.
0

4
7

1
0
0
.
0

計
1
0
0
.
0

計
計

部
長

級

７
　

級
８

　
級

一
　

般
　

職
主
任

係
長
級

主
幹

課
長
補
佐
級

課
長

級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

１
　

級

事
務

員

技
術

員

-24-



エ
　

昇
　

　
給

消
　
防
　
職

技
　
能
　
職

 
職

 
員
 
数

(
Ａ
)

（
人

）
1
3
2

2
4

（
人

）
9
5

1
9

（
人

）

（
人

）
9
5

1
9

６
号

給
（

人
）

８
号

給
（

人
）

 
比

　
率

(
Ｂ
)
／
(
Ａ
)

（
％

）
7
2
.
0

7
9
.
2

 
職

 
員
 
数

(
Ａ
)

（
人

）
1
3
4

2
6

（
人

）
9
8

2
0

（
人

）

（
人

）
9
8

2
0

６
号
給

（
人

）

８
号
給

（
人

）

 
比

　
率

(
Ｂ
)
／
(
Ａ
)

（
％

）
7
3
.
1

7
6
.
9

オ
　

期
末

手
当
・
勤
勉
手
当

支
 
給

 
率

 
計

(月
分
)

(
)
(

)
(

2
.
3
0
)

[
]
[

]
[

3
.
3
0
]

4
.
4
0

(
)
(

)
(

2
.
2
5
)

[
]
[

]
[

3
.
2
5
]

4
.
3
0

(
)
(

)
(

2
.
3
0
)

[
]
[

]
[

3
.
3
0
]

4
.
4
0

※
（

　
）

内
は
再
任
用
職
員
、
[
　
]
内
は
特
定

任
期

付
職

員
に

係
る

支
給

率
で

あ
る

。

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
合

　
　

計
代

　
　
表
　
　
的
　
　
な
　
　
職
　
　
種

一
　

般
　

職
教
　
育
　
職

号
給
数
別
内
訳

２
号
給

４
号
給

5
4
8

5
4
8

3
9
6

3
8

3
9
6

3
8

7
5
.
5

7
5
.
3

8
6
.
4

補 正 前

7
3
1

5
2
7

4
4

 
昇

給
に
係
る
職
員
数
(
Ｂ
)

5
3
2

3
7
8

補 正 後

7
2
6

5
2
6

4
4

 
昇

給
に
係
る
職
員
数
(
Ｂ
)

3
6

号
給
数
別
内
訳

２
号
給

４
号
給

5
3
2

3
7
8

3
6

7
2
.
8

7
1
.
7

8
1
.
8

区
　

　
　
分

支
給

期
別

支
給

率
職

制
上

の
段

階
､
職
務
の

級
等

に
よ

る
加

算
措
置

備
　
　
　
　
考

6
 
月
 
(月
分
)

1
2
 
月

 
(月
分
)

補
 
正

 
後

1
.
1
2
5

1
.
1
7
5

有
1
.
6
2
5

1
.
6
7
5

2
.
1
5
0

2
.
2
5
0

補
 
正
 
前

1
.
1
2
5

1
.
1
2
5

有
1
.
6
2
5

1
.
6
2
5

2
.
1
5
0

2
.
1
5
0

国
の

制
度

1
.
1
2
5

1
.
1
7
5

有
1
.
6
2
5

1
.
6
7
5

2
.
1
5
0

2
.
2
5
0

-25-



カ
　

定
年

退
職

及
び
勧
奨
退
職
に
係
る
退
職
手

当

2
0
年
勤
続
の
者

2
5
年

勤
続

の
者

3
5
年

勤
続

の
者

最
高

限
度

(月
分
)

(月
分
)

(月
分
)

(月
分
)

国
 
の

 
制
 
度

（
支

給
率

等
）

キ
　

地
域

手
当

ク
　

特
殊

勤
務

手
当

支
 
給

 
対

 
象
 
地
 
域

市
全
域

代
　
表
　
的
　
な
　
職
　
種

 
支

　
　

給
　
　
率

(％
)

6
.
0

一
 
般
 
職

消
 
防
 
職

教
 
育
 
職

技
 
能
 
職

 
支

給
対

象
職

員
数

(人
)

7
2
8

0
.
0

0
.
1

（
令

和
4
年

1
1
月

1
日

現
在

）

 
訪

問
指

導
手

当
・
環
境
衛
生
業
務
手
当

ケ
　

そ
の

他
の

手
当

区
　

　
　
分

国
の
制
度
と

の
異

同
差

　
　

　
異

　
　
　
の
　
　
　
内
　
　
　
容

区
　

　
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
等

備
　
　
　
考

支
 
給

 
率

 
等

2
4
.
5
8
6
8
7
5

3
3
.
2
7
0
7
5

4
7
.
7
0
9

4
7
.
7
0
9

定
年

前
早
期
退
職
特
例
措
置

（
3
％
～
4
5
％
加
算
）

2
.
5

2
4
.
5
8
6
8
7
5

3
3
.
2
7
0
7
5

4
7
.
7
0
9

4
7
.
7
0
9

定
年

前
早
期
退
職
特
例
措
置

（
3
％
～
4
5
％
加
算
）

区
　

　
　

　
　

分
全

 
職

 
種

 
給

料
総

額
に

対
す

る
比

率
 
 
(
％

)
0
.
2

0
.
2

通
　

勤
　

手
　
当

一
部
異
な

る
　

自
転

車
通

勤
の

者
は

１
，

５
０

０
円

加
算

　
１

０
ｋ

ｍ
未

満
の

自
転

車
以

外
の

交
通

用
具
使
用
者
は
３
０
０
円
減
額

7
0
.
5

8
.
3

 
代

表
的

な
特

殊
勤

務
手

当
の

名
称

扶
　

養
　

手
　
当

同
　
　
　

じ

住
　

居
　

手
　
当

同
　
　
　

じ

 
国

の
指

定
基

準
に
基
づ
く

支
 
 
給

 
 
率

 
 
 
（
％
）

6
.
0

 
支

給
対

象
職

員
の

比
率

 
 
 
 
(
％

)
1
4
.
6

4
.
4

3
7
.
9

-26-



議案第 77 号 

令和４年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第２回） 

 令和４年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７０２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，３５３，７１９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和４年１２月２日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 78 号 

令和４年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 

 令和４年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６８，０５１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，７５１，０２７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和４年１２月２日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 79 号 

 

令和４年度生駒市水道事業会計補正予算（第３回） 

 

第１条 令和４年度生駒市水道事業会計の補正予算（第３回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和４年度生駒市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額

を次のとおり補正する。 

 支 出                         （単位：千円） 

科 目 既決予定額 補正予定額 計  

第１款 事業費 3,059,269  59,748 3,119,017 

第１項  営業費用 2,864,889  59,748 2,924,637  

 

 

  令和４年１２月２日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史   
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1

支　　　出

１ 事 業 費

１ 営 業 費 用

1 原水及び

浄 水 費

2 配水及び

給 水 費

1,673,974 動力費   　　     　　56,184

3,059,269 59,748 3,119,017

2,864,889 59,748 2,924,637

270,121 動力費   　　     　　 3,564

令和４年度生駒市水道事業会計補正予算（第３回）実施計画

 収益的支出

3,564 273,685

                  （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1,617,790 56,184
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー 既決予定額 補正予定額 計

当年度純利益 △164,875 △ 54,316 △219,191

減価償却費 685,773 0 685,773

固定資産除却費 151,141 0 151,141

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,837 0 △1,837

貸倒引当金の増減額（△は減少） 231 0 231

長期前受金戻入額 △384,840 0 △384,840

受取利息及び配当金 △1,926 0 △1,926

未収金の増減額（△は増加） △72,484 0 △72,484

未払金の増減額（△は減少） △15,543 0 △15,543

たな卸資産の増減額（△は増加） △957 0 △957

小計 194,683 △ 54,316 140,367

利息及び配当金の受取額 1,926 0 1,926

業務活動によるキャッシュ・フロー 196,609 △ 54,316 142,293

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,868,031 0 △ 1,868,031

短期貸付金による支出 △430,000 0 △ 430,000

短期貸付金の回収による収入 430,000 0 430,000

補助金、寄附金等による収入 336,500 0 336,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,531,531 0 △ 1,531,531

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0

資金増減額 △1,334,922 △ 54,316 △ 1,389,238

資金期首残高 4,263,045 0 4,263,045

資金期末残高 2,928,123 △ 54,316 2,873,807

令和４年度 生駒市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

-38-



1
（１） 37,697,963 0 37,697,963

△ 19,042,515 0 △ 19,042,515

18,655,448 0 18,655,448

（２） 3,645 0 3,645

　 　固　定　資　産　合　計 18,659,093 0 18,659,093

２ 流　動　資　産
（１） 2,928,123 △ 54,316 2,873,807

（２） 386,406 0 386,406

貸 倒 引 当 金 △ 2,554 383,852 0 0 △ 2,554 383,852

（３） 9,438 0 9,438

3,321,413 △ 54,316 3,267,097

21,980,506 △ 54,316 21,926,190

３ 流　動　負　債
（１） 101,368 0 101,368

（２） 28,207 0 28,207

（３） 80,689 　 0 　 80,689 　

210,264 0 210,264

４
（１） 19,630,379 0 19,630,379

　長期前受金収益化累計額 △ 12,880,436 0 △ 12,880,436

　繰　延　収　益　合　計 6,749,943 0 6,749,943

6,960,207 0 6,960,207

５
（１） 10,991,500 0 10,991,500

10,991,500 0 10,991,500

６
（１） 3,574,392 　 0 　 3,574,392 　

（２）
454,407 △ 54,316 400,091

454,407 △ 54,316 400,091

4,028,799 △ 54,316 3,974,483

15,020,299 △ 54,316 14,965,983

21,980,506 △ 54,316 21,926,190

生駒市水道事業予定貸借対照表
（単位：千円）

　　　　　科　　　　　　　　目

令和４年度予定貸借対照表

（令和５年３月３１日）

既決予定額 補正予定額 計

（負　債　の　部）

（資　産　の　部）
固　定　資　産
　有　形　固　定　資　産
　減価償却累計額
　有形固定資産合計
　無　形　固　定　資　産

　現　金　預　金
　未　　収　　金

　貯　　蔵　　品
　流　動　資　産　合　計
　資　産　合　計

剰　　余　　金

　未　　払　　金
　引　　当　　金
　預　 　り　　金
　流　動　負　債　合　計

繰　延　収　益
　長　期　前　受　金

　負　債　合　計

（資　本　の　部）
資　　本　　金
　資　本　金
　資　本　金　合　計

　負　債　資　本　合　計

　資　本　剰　余　金
　利　益　剰　余　金
　　当年度未処分利益剰余金

　利益剰余金合計

　剰　余　金　合　計

　資　　本　　合　　計
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議案第 80 号 

 

令和４年度生駒市病院事業会計補正予算（第３回） 

 

第１条 令和４年度生駒市病院事業会計の補正予算（第３回）は、次に定めると

ころによる。 

第２条 令和４年度生駒市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定 

めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収 入                            

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業収益 1,316,463 千円 390,232 千円 1,706,695 千円 

 第２項 医業外収益 1,229,031 千円 390,232 千円 1,619,263 千円 

   支 出 

 科 目 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 病院事業費 1,280,363 千円 390,232 千円 1,670,595 千円 

 第１項 医業費用  1,227,681 千円 390,232 千円 1,617,913 千円 

 

第３条 予算第７条中、「７１９,２９２千円」を「１,１０９,５２４千円」に改

める。  

 

令和４年１２月２日提出  

生駒市長 小 紫 雅 史 
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１ 収益的収入及び支出

(単位：千円)

病院事業

収 益

他 会 計

補 助 金

(単位：千円)

病 院

事 業 費

令和４年度 生駒市病院事業会計補正予算（第３回）実施計画

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　　考

収　入

１ 1,316,463 1,706,695

2 1,229,031 1,619,263390,232

390,232

医 業 外
収 益

2 722,066 390,232 1,112,298 一 般 会 計 補 助 金

計

支　出

款

交 付 金経 費

備　　　考

１ 1,280,363 1,670,595

1 1,227,681 1,617,913医業費用

項

2 819,178 390,232 1,209,410

390,232

390,232

目 既決予定額 補正予定額
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（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 56,496

減価償却費 386,187

長期前受金戻入額 △98,724

受取利息及び配当金 △2

支払利息及び企業債取扱諸費 6,996

未収金の増減額（△は増加） 139,268

未払金の増減額（△は減少） △156,478

特別利益 △1,686

特別損失 1,686

小計 333,743

利息及び配当金の受取額 2

利息及び企業債取扱諸費の支払額 △6,934

業務活動によるキャッシュ・フロー 326,811

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

補助金、負担金等による収入 226,844

投資活動によるキャッシュ・フロー 226,844

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △982,343

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 385,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,343

資金増減額 △43,688

資金期首残高 82,844

資金期末残高 39,156

令和４年度生駒市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
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（単位：千円）　

１

イ 4,933,199

△1,211,816 3,721,383

ロ 3,653,616

△1,792,336 1,861,280

ハ 7,989

△5,645 2,344

5,585,007

イ 4,552

4,552

5,589,559

２

39,156

197,187

236,343

5,825,902

建 物

減 価 償 却 累 計 額

建 物 附 属 設 備

減 価 償 却 累 計 額

工具器具及び備品

令和４年度生駒市病院事業予定貸借対照表

（令和５年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

(2) 無 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産 合 計

水 道 施 設 利 用 権

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計
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３

729,407

イ 建設改良費等の財源に 3,437,324

充てるための長期借入金

ロ 152,141

3,589,465

4,318,872

４

919,704

211,040

1,835

200

1,132,779

５

1,754,635

長期前受金収益化累計額 △745,270

1,009,365

6,461,016

６

200,000

200,000

７

イ 当年度未処理欠損金 835,114

△835,114

△835,114

△635,114

5,825,902

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

(1) 企 業 債

(2) 他 会 計 借 入 金

その他長期借入金

他 会 計 借 入 金 合 計

(1) 企 業 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(2) 未 払 金

流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

(2)

繰 延 収 益 合 計

(3) 引 当 金

(4) そ の 他 流 動 負 債

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

(1) 資 本 金

資 本 金 合 計

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

(1) 利 益 剰 余 金

剰 余 金
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議案第 81 号 

 

生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１２月２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という｡)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理

者及び消防長をいう。 

 （個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」とい

う｡)について、次に掲げる事項を記載した帳簿（法第７５条第５項に規定する

帳簿をいう。以下「個人情報取扱事務登録簿」という｡)を作成しなければなら

ない。 

 (1) 個人情報取扱事務の名称 

 (2) 実施機関の名称及び個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称 
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 (3) 個人情報取扱事務の目的 

 (4) 個人情報の記録項目及び記録される個人の範囲 

 (5) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に係る目録を作成し、公表するものと

する。 

 （不開示情報としない情報） 

第４条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示す

ることとされている情報として条例で定めるものは、生駒市情報公開条例（平

成２０年９月生駒市条例第３１号）第７条第１号ウに掲げる情報（法第７８条

第１項第２号ハに掲げる情報を除く｡)とする。 

 （開示をすることができるようになる期日の明示） 

第５条 実施機関は、次に掲げる場合において、期間の経過により不開示情報に

該当する部分について開示することができ、かつ、その期日をあらかじめ明示

することができるときは、法第８２条第１項又は第２項に規定する書面にその

期日を記載しなければならない。 

 (1) 法第８２条第１項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開

示する旨の決定をした場合 

 (2) 法第８２条第２項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開

示しない旨の決定をした場合 

 （手数料） 

第６条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料は、無料と

する。 

 （費用負担） 

第７条 法第８７条第１項の規定により写し（電磁的記録にあっては、実施機関
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が定める方法により交付される物を含む｡)の交付を受ける者は、当該写しの作

成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

 （開示決定等の期限） 

第８条 開示決定等は、開示請求があった日から１４日以内にしなければならな

い。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができ

る。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の

期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 

第９条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があっ

た日から４４日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂

行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実

施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内

に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等

をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間

内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

 (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 （審議会への諮問） 

第１０条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報

の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必

要であると認めるときは、生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会に諮問
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することができる。 

 (1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合 

 (2) 法第６６条第１項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関す

る運用上の細則を定めようとする場合 

（運用状況の公表） 

第１１条 市長は、毎年１回、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を

取りまとめ、公表するものとする。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （生駒市個人情報保護条例の廃止） 

第２条 生駒市個人情報保護条例（平成１０年３月生駒市条例第１号）は、廃止

する。 

 （生駒市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の生駒市個人情報保護

条例（以下「旧条例」という｡)第２条第３号に規定する実施機関（以下「旧実

施機関」という｡)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の

職員であった者に係る旧条例第３条第２項の規定による職務上知り得た旧条例

第２条第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という｡)を漏らしては

ならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

２ この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報取扱事務

（旧個人情報を取り扱う事務をいう｡)又は指定管理者が管理する公の施設の管
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理の業務に従事していた者に係る旧条例第１３条第２項の規定による当該事務

又は業務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不

当な目的に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従

前の例による。 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)前に旧条例第１４条又は第１

７条から第１９条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定す

る保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用等の中止については、なお従前の

例による。 

４ 第１項又は第２項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行

前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧

条例第３０条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したとき

は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

５ 第１項又は第２項に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得たこの

条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条第７号に規定す

る保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る

目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

に処する。 

６ 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰に

ついては、その失効後も、なお従前の例による。 

 （生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例（平成９年１２月生駒市条

例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「生駒市個人情報保護条例（平成１０年３月生駒市条例第１号。以

下「個人情報保護条例」という｡)第２４条」を「個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という｡)第１０５条第３
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項において準用する同条第１項」に改める。 

  第６条第２項第２号を次のように改める。 

  (2) 個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定

により諮問をした実施機関（生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例

（令和４年１２月生駒市条例第  号）第２条第２項に規定する実施機関

をいう｡) 

  第６条第４項中「個人情報保護条例第２１条第１項に規定する決定」を「個

人情報保護法第７８条第１項第４号、第９４条第１項又は第１０２条第１項に

規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等」に、「個人情報保護条

例第２条第７号」を「個人情報保護法第６０条第１項」に、「いい、保有個人

情報に該当しない保有特定個人情報を含む」を「いう」に改める。 

 （生駒市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 施行日前に旧条例第２４条第１項の規定により生駒市情報公開及び個人

情報保護審査会にされた諮問に係る前条の規定による改正前の生駒市情報公開

及び個人情報保護審査会条例の規定による調査審議については、なお従前の例

による。 

 （生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の一部改正） 

第６条 生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例（平成９年１２月生駒

市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「情報公開制度及び生駒市個人情報保護条例（平成１０年３月生駒

市条例第１号）による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進する」を

「情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進し、及び個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）による個人情報の適正な取扱いを確保する」

に改める。 

  第２条第１項中「生駒市個人情報保護条例により実施機関が意見を聴くこと
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とされている事項のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する

重要事項について実施機関の諮問に応じて審議し、答申する」を「生駒市情報

公開条例第２９条及び生駒市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年

１２月生駒市条例第  号）第１０条の規定による諮問に応じて調査審議する

」に改める。 

 （生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置

） 

第７条 施行日前に旧条例第７条第２項ただし書、第３項第６号若しくは第４項

ただし書、第９条第１項第６号若しくは第２項ただし書若しくは第１０条ただ

し書の規定により生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会にされた意見聴

取又は第２８条の規定により生駒市情報公開及び個人情報保護運営審議会にさ

れた諮問に係る前条の規定による改正前の生駒市情報公開及び個人情報保護運

営審議会条例の規定による審議及び答申については、なお従前の例による。 
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議案第 82 号 

 

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

等の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１２月２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例 

第１条 次に掲げる条例の規定中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６

７．５」に改める。 

(1) 生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（

平成２０年９月生駒市条例第２８号）第５条第２項ただし書 

(2) 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１年１

１月生駒市条例第１１号）第５条ただし書 

(3) 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務

に専念する義務の特例に関する条例（昭和３５年９月生駒市条例第１７号

）第２条第５項ただし書 

(4) 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例（平成２４年３月生駒市

条例第１６号）第６条ただし書 

第２条 次に掲げる条例の規定中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６

５」に改める。 
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(1) 生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

第５条第２項ただし書 

(2) 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第５条ただし書 

(3) 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務

に専念する義務の特例に関する条例第２条第５項ただし書 

(4) 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例第６条ただし書 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４

月１日から施行する。  

２ 第１条の規定による改正後の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例（以下「改正後の議員報酬等条例」という｡)の規定、改正

後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（以下「改正後の常

勤特別職給与条例」という｡)の規定、改正後の生駒市教育委員会教育長の給

与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例（

以下「改正後の教育長給与等条例」という｡)の規定及び改正後の生駒市水道事

業の管理者の給与に関する条例（以下「改正後の水道事業管理者給与条例」と

いう｡)の規定は、令和４年１２月１日から適用する。 

 （期末手当又は給与の内払） 

３ 改正後の議員報酬等条例、改正後の常勤特別職給与条例、改正後の教育長給

与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第

１条の規定による改正前の生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の生駒市特別職

の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、改

正前の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に
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専念する義務の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前

の生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給

与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当、改正後の常勤

特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与等条例の規定による給

与又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定め

る。 
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議案第 83 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１２月２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項第１号中「１００分の９５」を「、６月に支給する場合には

１００分の９５、１２月に支給する場合には１００分の１０５」に改め、同項

第２号中「１００分の４５」を「、６月に支給する場合には１００分の４５、

１２月に支給する場合には１００分の５０」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第３条関係） 
給料表                                                                               （月額） 
職員 
  
の 

  
区分 

 
  職務 
   の級 
 
 
号給 

１  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級 ７  級 ８  級 

 
再任 

 
１ 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 408,100 

用職 ２ 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500 410,500 

員以 ３ 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900 413,000 

外の ４ 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500 415,400 

職員 ５ 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400 417,300 

 
６ 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900 419,600 

 
７ 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200 421,700 

 
８ 157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700 423,900 

 
９ 158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100 425,900 

 
10 160,300 214,200 247,500 282,200 308,400 338,600 384,800 428,000 

 
11 161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400 430,100 

 
12 162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100 432,200 

 
13 164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500 433,900 

 
14 165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800 435,700 

 
15 167,100 222,700 254,300 291,200 319,300 348,600 397,000 437,700 

 
16 168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 

 
17 169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 

 
18 171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 

 
19 172,600 229,400 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 

 
20 174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 

 
21 175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 

 
22 177,800 233,800 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 
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23 180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 

 
24 182,800 236,900 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 

 
25 185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 

 
26 186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 

 
27 188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 

 
28 190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 

 
29 191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 

 
30 193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 

 
31 195,200 245,100 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 

 
32 196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 

 
33 198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 

 
34 199,900 248,100 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 

 
35 201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 

 
36 202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 

 
37 204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 

 
38 205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 

 
39 206,700 253,400 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 

 
40 208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 

 
41 209,300 256,000 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 

 
42 210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600 

 
43 211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000 

 
44 213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300 

 
45 214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600 

 
46 215,600 262,100 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000  

 
47 216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400  

 
48 218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100  
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49 219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600  

 
50 220,300 266,600 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000  

 
51 221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400  

 
52 222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800  

 
53 223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200  

 
54 224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600  

 
55 225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000  

 
56 226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300  

 
57 226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600  

 
58 227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000  

 
59 227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300  

 
60 228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600  

 
61 229,200 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900  

 
62 230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100   

 
63 230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400   

 
64 231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700   

 
65 231,900 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000   

 
66 232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300   

 
67 233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600   

 
68 233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900   

 
69 234,500 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100   

 
70 235,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400   

 
71 235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700   

 
72 236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000   

 
73 237,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200   

 
74 237,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500   
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75 238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800   

 
76 238,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000   

 
77 239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200   

 
78 240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500   

 
79 240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800   

 
80 241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000   

 
81 241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200   

 
82 242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500   

 
83 242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800   

 
84 243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000   

 
85 243,900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200   

 
86 244,500 292,400 339,500 378,200 391,300    

 
87 245,100 292,700 340,000 378,600 391,600    

 
88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800    

 
89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000    

 
90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300    

 
91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600    

 
92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800    

 
93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000    

 
94  294,900 342,600      

 
95  295,200 343,100      

 
96  295,600 343,500      

 
97  295,800 343,700      

 
98  296,100 344,100      

 
99  296,500 344,500      

 
100  296,900 344,800      
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101  297,100 345,100      

 
102  297,400 345,500      

 
103  297,800 345,900      

 
104  298,100 346,300      

 
105  298,300 346,800      

 
106  298,600 347,200      

 
107  299,000 347,600      

 
108  299,300 348,000      

 
109  299,500 348,500      

 
110  299,900 348,900      

 
111  300,300 349,200      

 
112  300,600 349,500      

 
113  300,800 350,000      

 
114  301,000       

 
115  301,300       

 
116  301,700       

 
117  301,900       

 
118  302,100       

 
119  302,400       

 
120  302,700       

 
121  303,100       

 
122  303,300       

 
123  303,600       

 
124  303,900       

 
125  304,200       

再任
用職
員 

 
187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 
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第２条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第１６条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の９５、１２

月に支給する場合には１００分の１０５」を「１００分の１００」に改め、同

項第２号中「、６月に支給する場合には１００分の４５、１２月に支給する場

合には１００分の５０」を「１００分の４７．５」に改める。 

 （生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１

９年１２月生駒市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１ ３７６，０００円 

２ ４２２，０００円 

３ ４７２，０００円 

４ ５３３，０００円 

５ ６０８，０００円 

６ ７１０，０００円 

７ ８３０，０００円 

  第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「、６月に支給する場合には１

００分の１６２．５、１２月に支給する場合には１００分の１６７．５」に改

める。 

第４条 生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第８条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１６２．５、１２月
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に支給する場合には１００分の１６７．５」を「１００分の１６５」に改め

る。 

 （生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９

月生駒市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第３条関係） 
給料表 
 
  職務 
   の級 
 
 
号給 

１  級 ２  級 ３  級 

 
１ 150,100 198,500 234,400 

２ 151,200 200,300 236,000 

３ 152,400 202,100 237,500 

４ 153,500 203,900 239,000 

５ 154,600 205,400 240,300 

６ 155,700 207,200 241,900 

７ 156,800 209,000 243,400 

８ 157,900 210,800 244,900 

９ 158,900 212,400 246,000 

10 160,300 214,200 247,500 

11 161,600 216,000 249,000 

12 162,900 217,800 250,300 

13 164,100 219,200 251,800 

14 165,600 221,000 253,000 

15 167,100 222,700 254,300 

16 168,700 224,500 255,500 

17 169,800 226,100 256,800 

18 171,200 227,800 258,200 

19 172,600 229,400 259,600 

20 174,000 230,900 261,100 

21 175,300 232,200 262,700 

22 177,800 233,800 264,400 
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23 180,300 235,400 266,000 

24 182,800 236,900 267,600 

25 185,200 237,900 269,400 

26 186,900 239,400 271,200 

27 188,500 240,700 272,900 

28 190,200 241,900 274,600 

29 191,700 243,100 276,200 

30 193,400 244,100 277,900 

31 195,200 245,100 279,700 

32 196,900 246,100 281,200 

33 198,500 247,200 282,400 

34 199,900 248,100 284,100 

35 201,400 249,000 285,700 

36 202,900 250,000 287,400 

37 204,200 250,900 289,000 

38 205,500 252,200 290,700 

39 206,700 253,400 292,500 

40 208,000 254,700 294,300 

41 209,300 256,000 295,800 

42 210,600 257,400 297,500 

43 211,900 258,600 299,000 

44 213,200 259,800 300,600 

45 214,300 260,900 302,200 

46 215,600 262,100 303,900 

47 216,900 263,400 305,500 

48 218,200 264,500 307,200 

-64-



 

49 219,200 265,600 308,100 

50 220,300 266,600 309,600 

51 221,300 267,800 311,100 

52 222,300 268,900 312,700 

53 223,300 269,900 314,300 

54 224,200 270,900 315,900 

55 225,100 272,000 317,500 

56 226,000 273,100 319,000 

57 226,300 274,000 320,500 

58 227,100 275,000 321,700 

59 227,800 275,900 322,900 

60 228,500 277,000 324,100 

61 229,200 278,100 324,800 

62 230,000 279,100 325,700 

63 230,700 280,000 326,500 

64 231,300 281,000 327,300 

65 231,900 281,500 328,200 

66 232,500 282,400 328,600 

67 233,100 283,100 329,300 

68 233,800 284,000 330,100 

69 234,500 285,000 330,900 

70 235,100 285,800 331,600 

71 235,600 286,600 332,300 

72 236,300 287,400 333,000 

73 237,000 288,200 333,500 

74 237,600 288,700 334,100 
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75 238,200 289,100 334,600 

76 238,700 289,600 335,200 

77 239,300 289,800 335,500 

78 240,000 290,100 336,000 

79 240,700 290,300 336,400 

80 241,200 290,700 336,900 

81 241,700 290,900 337,300 

82 242,300 291,100 337,800 

83 242,900 291,500 338,300 

84 243,400 291,800 338,800 

85 243,900 292,100 339,100 

86 244,500 292,400 339,500 

87 245,100 292,700 340,000 

88 245,600 293,100 340,400 

89 246,100 293,400 340,700 

90 246,600 293,800 341,100 

91 246,900 294,100 341,600 

92 247,300 294,500 342,000 

93 247,600 294,700 342,200 

94  294,900 342,600 

95  295,200 343,100 

96  295,600 343,500 

97  295,800 343,700 

98  296,100 344,100 

99  296,500 344,500 

100  296,900 344,800 
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101  297,100 345,100 

102  297,400 345,500 

103  297,800 345,900 

104  298,100 346,300 

105  298,300 346,800 

106  298,600 347,200 

107  299,000 347,600 

108  299,300 348,000 

109  299,500 348,500 

110  299,900 348,900 

111  300,300 349,200 

112  300,600 349,500 

113  300,800 350,000 

114  301,000  

115  301,300  

116  301,700  

117  301,900  

118  302,100  

119  302,400  

120  302,700  

121  303,100  

122  303,300  

123  303,600  

124  303,900  

125  304,200  
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   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第５条の

規定は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（以

下「改正後の給与条例」という｡)の規定及び第３条の規定による改正後の生駒

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「改正後の任

期付職員条例」という｡)の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、

第１条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定

に基づいて支給された給与（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生

駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成２９年１２月生

駒市条例第３４号。以下「平成２９年改正条例」という｡)附則第４項の規定に

基づいて支給された給料を含む｡)又は第３条の規定による改正前の生駒市一般

職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与（平成２９年改正条例

附則第４項の規定による給料を含む｡)又は改正後の任期付職員条例の規定によ

る給与の内払とみなす。 

 （会計年度任用職員の給与に関する経過措置） 

４ 第５条の規定による改正後の生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例別表第１の規定は、令和５年４月１日以後の勤務に係る会計年度任

用職員（生駒市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第１条に規

定する会計年度任用職員をいう。以下同じ｡)の給与について適用し、同日前の

勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。 
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 （委任） 

５ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定

める。 
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議案第 84 号 

 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１２月２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月

生駒市条例第３号）」を「法令又は条例若しくはこれに基づく規則」に改め、「

含む」の次に「。第１０条第２項において「勤務日数」という」を、「１８日」

の次に「（１月間の日数（生駒市の休日を定める条例（平成元年４月生駒市条例

第２０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない｡)が２０日に満た

ない日数の場合にあっては、１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数

を減じた日数。第１０条第２項において「職員みなし日数」という｡)」を加え

る。 

第１０条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法

令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は

休暇を与えられた日を含む｡)が１８日」を「勤務日数が職員みなし日数」に、「

すべて」を「全て」に改める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２項及び第１０条第２項の規定は、令和４年１０月１日以

後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用

し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。 
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議案第 85 号 

 

生駒市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年１２月２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

 生駒市子ども医療費助成条例（昭和４８年１０月生駒市条例第２７号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条の２中「１５歳」を「１８歳」に改める。 

 第２条中「｡)による」の次に「被保険者若しくは」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という｡)から施行する。 

 （準備行為） 

２ 改正後の生駒市子ども医療費助成条例（以下「新条例」という｡)の規定によ

る医療費の助成の対象となる子どもであることを示す証明書（以下「証明書」

という｡)の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うこ

とができる。 

３ 前項の規定により証明書の交付を受けた者は、施行日において新条例第４条

第１項の規定により証明書の交付を受けたものとみなす。 

 （経過措置） 
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４ 新条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適

用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例

による。 
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議案第 86 号 

 

生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定について 

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

やまびこホール 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

やまびこホール管理組合 

生駒市藤尾町３００番地 

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

令和４年１２月２日提出              

生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 87 号 

 

生駒ふるさとミュージアムの指定管理者の指定について 

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒ふるさとミュージアム 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

株式会社地域文化財研究所 

大阪府東大阪市岩田町１丁目１７番９号 

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

令和４年１２月２日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 88 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

整理 
路 線 名 

 起        点 

番号  終        点 

 １ 
 

小瀬北小平尾線支線２６号 
 

小平尾町２１１番９先 

小平尾町２１１番３先 

 ２ 
 

東生駒月見町１５号線 
 

東生駒月見町２０４番２０先 

東生駒月見町２０４番１４先 

 ３ 
 

牛ヅカ田渡り線支線７号 
 

小瀬町１６１１番先 

小瀬町１６３５番先 

 ４ 
 

牛ヅカ田渡り線支線８号 
 

小瀬町１６４８番先 

小瀬町１６７４番先 

 ５ 
 

牛ヅカ田渡り線支線９号 
 

小瀬町１６５９番先 

小瀬町１６４５番先 

 ６ 小瀬町第１歩行者道 
小瀬町１６０１番先 

小瀬町１６２５番先 

 ７ 
 

小瀬町第２歩行者道 
小瀬町１６３７番先 

小瀬町１５８２番先 

 ８ 
 

菜畑西壱分線支線２９号 
中菜畑２丁目１１５０番３先 

中菜畑２丁目１１５３番１０先 

 ９ 生駒高校線支線９号 
 

壱分町５５２番２先 

壱分町７２１番４先 

１０ 生駒高校線支線１０号 
 

壱分町７２１番１０先 

壱分町７２１番１３先 

１１ 
 

寺垣内線支線９号 
 

小明町１０２０番３先 

小明町１０２０番７先 
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１２ 
 

北田原中学校線支線３号 
 

北田原町１７５６番１１先 

北田原町１７５５番１２先 

 

令和４年１２月２日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 89 号  

 

生駒市公平委員会委員の選任について  

 

生駒市公平委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  吉 田 豊 彦 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  福 田  進  

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  令和４年１２月２日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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